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１．はじめに 

（１）研究の背景と目的 

 本研究で対象とする函館市は,外洋に突き出した地形の条件や

木造密集市街地が形成されていた等の理由から,明治から昭和に

かけて頻繁に大火が発生した都市であり,特に昭和 9 年(1934)の

火災では当時の市街地の大部分を焼き尽くした。また,第二次世界

大戦末期には,東北地方以南のような焼夷弾を用いた空爆はなか

ったものの,爆弾とロケット弾による攻撃を受けた火災が発生し

ている。この数年,函館の大火と戦争における,その歴史の風化を

危惧した市や市民団体により,被災箇所などを地図にまとめ情報

を発信しようとする試みが相次いで行われている 1)。このような

状況を踏まえて,函館市における被災樹および戦災樹の残存状況

を明らかにすることで,それらが戦争・災害遺産の一つとして公開

できるだけの情報を有するのかどうかを明らかにする。また,発生

からすでに 80〜100 年以上が過ぎており,直接の証言者が殆ど存

在しない大火による被災樹や,戦後71年が経ち戦争体験者の減少

が著しく年々証言を得にくくなっている戦災樹の探索方法につい

て明らかにすることを目的とする。 

（２）既往研究と本研究の位置づけ 

 これまでに東京都城東 3 区において,戦災樹の残存状況および

形態的特徴の把握,未確認であった戦災樹の存在数の現状把握,お

よび戦災樹の認定方法についての既往研究 2)3)がある。一方,函館

市においては,大火後の復興に係る建築や都市計画に関する研究

はなされているが, 都市火災による損傷を受けた被災樹および空

襲により発生した火災による損傷を受けた戦災樹に関する研究は,

これらの分布と形態的特徴を俯瞰した根岸ほか4) (2015)のみであ

る。しかし,これには被災樹および戦災樹であることの客観的な情

報が示されていない。 

 本研究は,これまでに得られている戦災樹の探索・認定方法 3)

を用いて,直接の証言者の存在をほとんど見込むことのできない,

函館市特有の被災樹の存在の確実性を向上させるための探索方法

について新たな知見を加え,都市の歴史を刻む樹木本体の保全だ

けでなく,後世により確実に伝えていくための記録の必要性を示

すための基礎資料と位置づける。 

２．調査内容について  

（１）調査地域および調査対象とする樹木について 

2014年度から東京都城東3区内における戦災樹の研究を開始し,

第二次世界大戦中のアメリカ軍の空爆は北海道から沖縄まで全国

におよび,これまであまり顧みられることのなかった戦災樹が全

国に残存していることが推測された。そのため,2015 年度より全

国の主な戦災都市において調査を実施することとして,函館市を

最初の調査対象都市としたが,現地調査を進めるなかで戦災によ

って損傷した戦災樹だけでなく,戦前の大火で損傷した被災樹が

多数存在する可能性が明らかになり,それらも戦災樹と同じく歴

史的な痕跡を残す歴史遺産として調査対象とすべきであると考え,

併せて調査対象に含めることとした。 

（２）調査方法および調査項目 

１）調査エリアの決定 

 既往研究 2)3)4)により,戦災樹および被災樹は焼失エリアの縁辺

部に残存しやすいことが分かっており,大火による被災樹も同様

の傾向を示すことが予想されたため,まず過去の資料から焼失エ

リアを確定した。また,函館市の街路樹や歴史的建造物に付随する

樹木について,市の防災関係者（函館市消防本部）,緑地関係者（函

館市役所土木課）,函館市教育委員会,函館市立博物館,函館市役所

観光課などへのヒアリング調査および歴史資料の収集を行なった。 

２）高木の所在確認 

 次に航空写真(Google Earth-画像取得日:2016年8月9日)を用

いて市街地内の高木の所在確認を行なった。調査は被災エリアの

縁辺部に重点をおいて行なったが,航空写真で特に目立つ高木に

ついては,全て実際に現地に赴き記録した。個人宅等立ち入りの難

しいところは目視のみでの確認とした。また戦災樹・被災樹の位

置情報は,地図およびスマートフォンのGPS機能を用いた。 

３）調査項目 

 調査において,菅野ら3)（2015）における未確認戦災樹の存在の

割り出し方法を用いることとした。戦災樹の最大の特徴である「焼
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け焦げ跡」に加え,「傾き」「空洞」5）の特徴を有する全ての樹木

を対象として画像で記録し,以下の①〜⑨の項目について調査・測

定を行ない,データベースを作成した。	 

	 ①正確な位置の記録，②樹種，③樹勢，④形状寸法（H:樹高,相

似三角形の原理にて三角定規を用いて測定。C:幹周,地上から

1.2m 上がりの箇所を測定。W:枝張り	 はコンベックスにより測

定。），⑤焼け焦げ率，⑥空洞などの損傷状態，⑦周辺環境，⑧所

有（管理）主体，⑨保護樹木等の指定状況	 

	 また,可能な限り所有（管理）者へのヒアリングを併せて実施し

た。尚，現地調査期間は2015 年9月9日から19日と,2016 年8

月10日から19日までである。	 

４）デジタルアーカイブの利用	 

	 函館市立図書館が公開している函館市図書館所蔵デジタルアー

カイブ(http://www.archives.c.fun.ac.jp)を用いて,戦災樹およ

び被災樹の候補として挙がった樹木の所在エリア周辺の写真や絵

はがきを検索し,被災前後の様子から認定にあたり有用な情報の

一つとして利用できるかどうかを確認した。	 

	 	 

３．調査結果	 

（１）被災エリアについて	 

	 図−１では,昭和20年(1945)の戦災焼失エリア,明治40年(1907),

大正10年(1921),昭和9年(1934)の大火による焼失エリア,および

本調査で分析対象とした樹木のうち,推定/要検討被災樹,要検討

戦災樹6）の分布状況を示す。大火による焼失エリアについては冨

原 7)(2004),室崎ほか 8)(1988)を,戦災焼失エリアについては武野
9)(1988),西村10)(1989)を基に筆者が作成した。	 	 

	 函館市は昭和10年(1921)頃まで東北・北海道最大の都市として

繁栄し,函館山を起点とした扇形状に市街地が発展している。幕末

期以降,入植者の数と比例して市内に建設される建物も増加の一

途をたどってきたが,耐火建築物の割合は低く粗雑な木造建築物

の密集する状態であった。そこに,三方を海に囲まれる地形条件か

ら生ずる強い季節風が加わることで,明治 2 年(1869)から昭和 9

年(1934)までの間に100戸以上の家屋が焼失する大火に26回見舞

われており,焼失戸数が2000戸以上に及ぶ火災は明治12年(1879)

から昭和9年(1934)にかけて6回発生している（表−１）。	 

	 明治 40 年(1907)の大火は,当時の市街地の最西端から,高田屋

通りを東端として豊川広路までのエリアに広がり,旧市街地はほ

とんど焼失した。大正10年(1921)の大火の被災規模はこの2つに

及ばないものの,両方の被災エリアと重なっている。さらに昭和9

年(1934)の大火は明治40年(1907)の大火を上回る規模で,市街地

西部（二十間坂以西）を除き当時の市街地の大半を焼き尽くした。

 

	 表－１	 函館における明治〜昭和期の2000戸以上焼失大火	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (冨原7)(2004)より抜粋,筆者作成)	 

図－１	 戦災・大火による焼失エリア推定戦災樹・要検討戦災樹の分布状況	 
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そのため,二十間坂以東における被災樹は,ほぼこの時の函館大火

によるものとみてよい。	 

	 第二次世界大戦末期の戦災については,当時の B29 の航続距離

が北海道には及ばなかったため,東北以南を焼き尽くした焼夷弾

の攻撃には曝されなかった。函館市では旧市街地の西部にあたる

弥生町で艦載機による爆弾やロケット弾による火災が発生したも

のの,東京や名古屋などに比べると限定的な被害に止まっている。	 

（２）被災樹・戦災樹の分布について	 

１）函館公園	 

	 函館公園のさくら類について,昭和58年(1983)当時植栽されて

いた約730本のさくら類を一本ずつ観察・調査した記録11)があり,

「明治 22〜28 年にかけて逸見小右衛門により寄付植栽された名

残のものと思われる100年生内外のものが一番古い」「昭和9年の

大火で,当時50〜60年輪の樹木が相当数焼失した」「昭和38年以

後,一部寄付,特別購入以外は補植されておらず,現在樹勢旺盛と

観られるさくら類はおおよそ20〜30年生の樹齢のものである」と

記されていることから,2016年現在の樹齢が約50年から130年の

さくら類が混在しており,その中には昭和 9 年(1934)の大火によ

る被災樹が残存する可能性がある。さらに公園内の旧市立図書館

は昭和 9 年(1934)の大火で焼け残った建造物であるため,この周

辺の樹木も同様に焼け残った可能性が考えられる。実際に,実地調

査により確認された推定被災樹は旧市立図書館の周辺に多くみら

れた（図−２）。	 

２）元町公園とその近傍	 

	 元町公園のポプラ類の大木 2 本は,地元住人へのヒアリングか

ら「戊辰戦争の頃からずっと存在しているらしいと伝え聞いてい

る」との情報を得た。口伝ではあるが,樹木に対する情報が少ない

中で貴重な証言である。元町公園は,昭和57年(1982)の開園以前

は,鎌倉幕府時代から戦後まで旧渡島支庁や旧函館支庁などが置

かれた市政発祥の地とされている土地の一部であり,明治 40 年

(1907)の大火により,最初の旧北海道庁函館支庁庁舎(明治 26 年

築)は焼失している。このエリアは明治 40 年(1907),大正 10 年

(1921)の大火焼失エリアと重複しているため,被災原因がどの火

災であるのかを特定することは難しいが,いずれかによる損傷を

受けたものと考えられる。	 

	 基坂と日和坂にはさまれた,旧相馬邸対面の住宅兼店舗の 1 本

のクロマツの幹には損傷が残っている。現在の建物所有者へのヒ

アリングから「建築物は明治中期に最初の建物が建築され,昭和3

年(1928)に蔵などの一部を残して縮小改築され現在に至る流れを

もち,このマツは植えられてから100年以上経つはずなので,明治

期の状態については不明だが,大正10年(1921)の大火で焼け残っ

た可能性が高い」との情報を得られた。また,この住人の所有では

ないが,隣の土地に並んで存在するアカマツ 2 本も同時期の植栽

である可能性が高いとのことである。幹に空洞と焼け焦げ痕のあ

るクロマツは損傷状態を確認できたが,3 本のどのマツにおいて

も太枝の多くは住宅建設のためや電線への支障を考慮したと考え

られる大胆な枝下ろしがなされており,仮に枝に損傷が残ってい

たとしても切り落とされてしまった可能性が高い状態である。	 

この住宅の向かいにある旧相馬邸は,大正10年(1921)の大火によ

り被災したが焼失を免れ,	 建物の梁に焼け焦げ痕が残る住宅であ

る。旧相馬邸の維持管理者に問い合わせをしたが,現時点では植栽

に関する資料が確認できなかった。	 

	 旧イギリス領事館には,樹木医による樹勢診断の関する資料か

ら,大火による被災はしていないものの樹齢 100 年程のイチョウ

の存在を確認することができた（図−３）。このイチョウから得ら

れる幹周のデータは,その周辺樹木の樹齢を推定する際の指標の

一つとなり得るものであるため、貴重なデータである。	 

３）二十間坂とその近傍	 

	 現時点で手に入る最も古い街路樹の記録は,平成 4 年(1992)に

函館市が策定した「函館市道路緑化構想」であり,函館市の主要道

路における街路樹のおおよその植栽時期と代表樹種が記載されて

いる。資料中の現況図には,二十間坂と八幡坂は明治期末〜大正期

にニセアカシアが植栽されたと記されており,これは現状の一部

分において一致する。樹種が一致し損傷を有している樹木は被災

樹である可能性を指摘できるが,このエリアは明治 40 年(1907),

大正10年(1921),昭和9年(1934)と大火の被害をたびたび受けて

きたため,どの大火による被災かは不明である。	 

	 二十間坂沿いに位置する真宗大谷派函館別院においては,大正

4 年(1915)に建設された本堂を含む境内の写真をデジタルアーカ

イブから見つけることができた。竣工から間もない本堂と併せて,

本堂前に植えられた植栽後間もない一本のイチョウの姿を確認で

きる。損傷等が確認できないため被災樹には該当しないが,大正4

年(1915)に植栽されたと仮定すると,樹齢は約 100 年ということ

になり,推定樹齢をほぼ確定できる。旧イギリス領事館のイチョウ

と同様,周辺樹木の樹齢を推定する際に,貴重な指標の一つとなり

得る。また,二十間坂の写真絵葉書を確認したが,写真の撮影年月

日は不明であるため,明確な裏付けデータとはならなかった(図−

３)。	 

４）グリーンベルト（豊川広路,堀川広路,日の出広路周辺）	 

	 グリーンベルトは昭和9年(1934)の大火後の復興事業で防災機

能をもつ施設として設置されたものであり,その植栽については,	 

「防火緑樹帯の緑化については愛国婦人会函館支部の有志が函館

市復興緑樹婦人団を結成し,「グリーンベルトは夫人の手で」とい

うスローガンのもとに,募金活動をして緑樹帯への植樹を実行し

た」とされている12)。グリーンベルトの都市における位置づけや

有効性についての文献 13)は存在するが,植栽についての情報はほ

とんどない。各広路を現地踏査した上で,被災樹の特徴である損傷

を有し,広路内において幹周が他よりも明らかに大きい樹木が存

在した。このことから,現在緑樹帯に存在する樹木の全てが当時新

植されたものではなく,植樹前から残存していた樹木がそのまま

残された可能性が考えられた。	 

５）戦災焼失エリア	 

	 空襲による火災の焼失エリアは,弥生町の寺町通りと幸坂には

さまれたエリアが該当する。前述の「函館市道路緑化構想」によ

れば,寺町通りは昭和48年(1973)頃にイタヤカエデを植栽したと	 

図－２	 函館公園における推定被災樹などの分布状況	 
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	 図－４	 戦災エリアにおける推定被災樹などの分布状況	 

図－３	 元町公園〜二十間坂周辺の推定戦災樹などの分布状況	 
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なっているが,幸坂には植栽年と樹種に関する記述がない。幸坂に

は損傷を有するイタヤカエデとポプラ類が存在している。イタヤ

カエデの幹周はどちらの坂においてもほぼ同じであることから植

栽時期も近いと推定され,被災樹候補から外すこととした。しかし,

幸坂に 1 本だけ存在するポプラ類は,元町公園のポプラ類と比較

すると樹齢が90年近くになると考えられるため,対象から外すこ

とは適切ではない。空襲による被災者数や建造物に関する被害状

況についての限定的な調査報告 9)10)はあるが,その周辺環境にま

で言及しているものは見つかっていないため,要検討戦災樹とし

た。称名寺には損傷のある樹木が発見されたが,住職が代替わりを

していたこともありヒアリングによる有力な情報は得られなかっ

た（図-４）。	 

（３）推定戦災樹・被災樹の割り出しについて	 

	 函館大火の被災樹の損傷発生過程には火力が大きく起因してい

ることから,既往研究 3)により判明している戦災樹の割り出し方

法を用いることは可能であると判断し,現地調査により戦災樹・被

災樹の候補として挙がった樹木の判定を行なった。昭和 9 年

(1934)の大火による被災状況はデジタルアーカイブ内の写真から

確認することができ,地形条件や気象条件は異なるものの,戦災樹

の割り出し方法を明らかにした東京都城東3区の空襲による火災

の被災状況に非常に近いことを確認できる。	 

	 戦災樹・被災樹かどうかの判定基準の詳細については以下の通

りである。①樹齢については，当然ながら戦災および被災があっ

たときにすでに樹木が地上に存在していなければならないから，

戦災樹は最低でも70年以上,被災樹は80年以上の樹齢を有するこ

とが絶対条件となる14)。しかし,損傷を受けたことによる悪条件

下での成長を余儀なくされるため,健康な樹木よりも成長が遅い

ことを考慮する必要がある。本調査では,得られた結果をもとに,

表−２の樹木を基準として131cm以上を幹周の基準として採用し

ているが,樹種が異なる樹木もあるため,あくまでも目安の域をで

ない。	 

	 ②損傷状態については基本的に目視で判断し，表面の焼け焦げ

部分が過半を占めるもの（概ね焼け焦げ跡が表面積の50％以上に

及ぶもの），または幹内部の木部が焼けて縦に空洞になっている部

分が幹の長さの半分以上に及ぶものを○＝「戦災樹・被災樹の可

能性が高い」／表面の焼け焦げ跡が明確だが面積が過半には及ば

ないもの（概ね焼け焦げ跡が表面積の10％〜50％未満のもの）,	 

または幹内部の木部が焼けて縦に空洞になっている部分が明確だ

が幹の長さの半分未満のものを△＝「戦災樹・被災樹の可能性あ

り」／表面の一部に焼け焦げ跡が認められるもの（概ね焼け焦げ

跡が表面積の10％未満のもの），または幹内部の木部が焼けて空

洞になっている状態が部分的に認められるものを▲＝「戦災樹・

被災樹の可能性を考慮する」／表面の焼け焦げ，または幹内部の

焼け焦げが認められないものを×＝「戦災樹・被災樹の可能性が

低い」とした。また，幹の傾きが30度以上の激しい傾きのものを

△＝「戦災樹・被災樹の可能性あり」，幹の傾きが5〜30度未満の

傾きのものを▲＝「戦災樹・被災樹の可能性を考慮する」として，

今後の現地ヒアリング調査の際に改めて俎上に載せることを前提

に記録に留めた。	 

③樹木の位置については，既往文献１）より「戦災樹は焼失エリ

アの縁辺部に多い」という特徴から，戦災および大火による被災

焼失エリア縁辺部に位置するものを▲（戦災樹・被災樹の可能性

を考慮する）とした。	 

	 戦災樹は,推定樹齢が70年以上,被災樹は80年以上であること

を前提に，上記の②損傷状態，③樹木の位置の評価から，○また

は△が二つ以上のものを「推定戦災樹・被災樹」，△が一つで▲が

複数あるものを「要検討戦災樹・被災樹」それ以外を「非戦災樹・

被災樹」とすることとした。	 

（４）戦災樹および被災樹の推定存在数について	 

	 図-５は推定戦災樹・被災樹の幹周別本数のグラフである。現地

調査から,42 本の戦災樹・被災樹としての特徴を一つでも有する

樹木について画像とともに寸法などの基本情報を収集し,その後

その情報をデータベース化し,各焼失エリアとの関係なども考慮

して判定を行ない,要検討戦災樹１本,推定被災樹10本,要検討被

災樹17本が存在するという結果を得た。	 

	 

４．まとめ	 

	 最後に,本研究で明らかになったことと今後の課題を整理して

まとめとしたい。まず分布傾向として,	 被災エリアの縁辺部にお

いて,一部の社寺地を除いた公共緑地に推定被災樹・要検討戦災樹

の存在が認められた。既往研究2)3）における戦災樹の所在地は,お

よそ８割が社寺地であり本研究においてもその傾向に沿うことを

予想していたが,函館市の社寺では度重なる大火後に移転してし

まったが多く,被災の痕跡を辿ることは困難な状況であった。	 

	 次に,証言者の存在が期待できない被災樹の探索では,保存期限

の影響を受けない歴史資料の収集が最も重要な役割を担うことを

指摘する。戦災樹・被災樹の候補となった樹木の多くの所有は函

館市であるため,市役所の関係各課への問い合わせにより履歴の

変遷を確認することが可能であると予想していた。しかし,函館市

における書類の保管期限に関する規定 15）により,一定の保管期限

を過ぎた情報は残されておらず,更には樹木に関する情報自体が

少ないという回答を受けたことなどから,現在から10年前の情報

を得るだけでも容易ではないことが明らかとなり,郷土資料の収

集やヒアリングに頼らざるを得ないことが判明した。また,デジタ

ルアーカイブ内の写真資料においても,	 写真撮影自体が珍しい時

代であったことも一因であるのか,撮影の主題は人物や建築物で

あり,樹木や街路を撮影したものは僅かであった。そのような中で

推定被災樹が10本発見されたことは,歴史資料の丁寧な積み上げ

と形態的特徴による判定から,戦災樹および被災樹を新たに発見

できることを示しており,この方法を他都市に応用することが可

能であると考えられる。	 

	 樹木は適切な保全を行なえば人間の寿命よりも長く生きること

が可能であるため,災害や戦災といった都市に多大な影響を与え

表－２	 推定樹齢確定樹一覧	 

写真-１(左)	 幹内部の木部が焼けて縦に空洞になっている部分が	 

	 	 	 	 	 	 	 	 幹の長さの50%以上の例	 元町公園のポプラ類	 

写真-２(右)	 同ポプラ類の内部	 
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た事象に関連した樹木の歴史を辿る必要性は,今後も十分に考え

られる。樹木を消費対象としてではなく,都市とともに成長させて

いく一要素として捉え植栽履歴等を丁寧に積み重ねることで,都

市の歴史をより深く後世に伝えることができるのではないだろう

か。現在は,情報の取得から保管・管理方法まで多種多様な選択肢

が存在する。それらの公開方法も含めてデータ収集方法を模索し,

どのように都市の歴史の保存に繋げていくかを官民共に検討して

いくことが必要であると考える。	 
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